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歴史的風致維持向上計画の認定について

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：

歴史まちづくり法）」第５条に基づき、計画認定申請があった徳島県

三好市の歴史的風致維持向上計画について、１１月２２日に主務大

臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）が認定を行いま

す。

三好市の祖谷地方や吉野川流域には、それぞれ伝統産業や独自の

文化によって形成された美しい山村集落や町並みがあり、そこで営

まれる伝統産業と息づく伝統文化によって、固有の歴史的風致が形

成されています。

今回認定を受ける三好市の歴史的風致維持向上計画及び計画の概

要については、国土交通省ホームページに２２日以降公開する予定

です。

◆国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/crd/rekimachi/nintei/nintei.html

○三好市歴史的風致維持向上計画
祖谷地域、池田地域を重点区域とし、地域固有

の文化財や伝統芸能、伝統技術の保存と継承を
図るために、平家屋敷「阿佐家住宅」の買い取り、
歴史的建造物の保存に向けた修理事業等が位
置づけられています。

【阿佐家住宅】

平成２２年１１月１９日
国土交通省 四国地方整備局

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 建政部

都市・住宅整備課 課長 森口 俊宏
もりぐち としひろ

課長補佐 川崎 光洋
かわさき こうひろ

Tel（０８７）８５１－８０６１（代）



Ⅰ
祖谷地方の
歴史的風致

Ⅱ
吉野川流域
周辺の
歴史的風致 吉野川流域に広がる

農村集落の歴史的風致

平家落人伝説を育んできた
祖谷渓谷の歴史的風致

三好市は、四国山地に位
置し、深い渓谷に囲まれた
「祖谷地方」と古い街道沿い
に形成された「吉野川流域」
がある。
祖谷地方は、古くから独自
の文化と固有の風土が育ま
れ、「蔓橋」に象徴されるよう
な平家落人にまつわる遺跡
や伝説が数多く伝承されて
きた。
一方の吉野川流域は、伊
予街道・撫養街道に沿って
集落が形成され、古来より
交通の要衝として栄え、この
地方の経済・文化の中心的
役割を担ってきた。
祖谷地方や吉野川流域に
は、それぞれ伝統産業や独
自の文化によって形成され
た美しい山村集落や町並み
があり、そこで営まれる伝統
産業と息づく伝統文化によっ
て、固有の歴史的風致が形
成されている。
三好市の歴史的風致は、
平家落人伝説を育んできた
祖谷地方と伝統産業で栄え
た吉野川流域に一体となっ
て継承されている「伝統文
化」そのものである。

三好市の維持向上すべき歴史的風致

武大神社の伝統的な祭礼

稚児行列

農村生活と結びつく
「お天王はん」の祭礼・市

馬岡新田神社と伝統的な祭礼

守り継がれる伝統的祭礼
（馬岡新田神社）

重要伝統的建造物群保存地区

「三好市東祖谷山村落合
伝統的建造物群保存地区」

「ごうしゅういも」の栽培

伝統的民家と
伝統作物のある原風景

八幡神社（栗枝渡）

八幡神社の秋祭り

八幡神社と祭礼

伝統の架け替え作業
重要有形民俗文化財
「祖谷の蔓橋」

先人の知恵と技術によって継承される「蔓橋」

大西神社と山城の鉦踊

三所神社と秋祭り

山村集落の素朴さを今に
伝える伝統芸能と祭礼

阿波池田たばこ踊

たばこで栄えた様子を今に伝える資料
（たばこ資料館資料）

たばこ産業で栄えた
うだつの町並み

重要文化財「箸蔵寺」 箸蔵寺（箸蔵さん）の大祭

箸蔵信仰と郷町

うだつの町並み
伝統的建造物を

利用した酒蔵と武家門

うだつの町並みで営まれる伝統産業

吉野川水運と箸蔵寺・たばこ産業
で栄えた町並みの歴史的風致



○阿佐家住宅（平家屋敷）復原・修理事業

老朽化が進む阿佐家住宅

（平家屋敷）の公有化を図り、解
体・復原修理を行う。公有化によ
り、平家伝説のコア施設として、
広く公開と活用を図る。

阿佐家住宅の復原・修理事業

○歴史的風致維持向上施設周辺の遊休地対策

歴史的風致維持向上施設周辺や市内に広く散在して
いる農地の遊休地対策を図るため、市内全域を対象に
調査事業や地域に適した伝統作物（祖谷蕎麦・ごうしゅ
ういも等）の作物奨励を行い、農地の保全と遊休地活用
を図る。

農地の保存・遊休地の活用事業

○歴史的風致維持向上施設活用促進施設
（案内板・説明板）整備事業

周辺地域から重要文化財（木村家住宅）、歴史的風致
向上施設（阿佐家住宅、篪庵住宅）への誘導を図る案内
板、施設の活用促進、並びに文化財保護への意識向上を
図る説明板の整備を行う。

その他の計画掲載事業

祖谷渓谷と平家落人伝説に関する区域

○篪庵住宅
保存・修理事業

老朽化が進む篪庵住宅の

茅葺き屋根の葺き替え等の
改修を行う。

○喜多家住宅（武家屋敷）
保存・修理事業

喜多家住宅（武家屋敷）

周辺の景観向上を図るため、
隣接の廃屋（空き家）の撤
去を行う。

○奥祖谷二重かずら橋
保存・修理事業

老朽化が進む奥祖谷二

重かずら橋の男橋、女橋の
架け替え保存を行う。

建造物の保存・修理事業

○地区内建造物保存・修理事業
老朽化が進み保存修理が必要な伝建地区内の
特定物件（建造物）の保存修理を行い、伝建地区
の景観保全を図る。

○地区内空き家改修・整備事業
地区内で老朽化が進み維持管理が困難な空き
家の改修整備を行い、伝建地区の景観の保全を
図る。

○地区内景観改善事業
（石垣の保存修理）地区内で一部崩壊、損壊が
見られる特定物件の石垣の保存修理を行い、伝
建地区の景観の保全を図る。
（屋根の色彩統一化）地区内にある特定物件の
建造物の屋根を保存計画に沿った色彩に統一す
るための塗り替えや張り替えを行い、伝建地区の
景観の保全を図る。
（道路工作物の美装化）地区内に整備されている道路工作物（ガードレール）の
美装化改修を行い、伝建地区の景観の保全を図る。

三好市東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区の
保存修理・景観改善事業

箸蔵寺とうだつの町並み周辺区域 ○川人家長屋門
保存・修理事業

老朽化が進む川人家長

屋門の茅葺き屋根の葺き
替え等の改修を行う。

○旧真鍋家住宅
保存・修理事業

老朽化が進む旧真鍋家

住宅の離れ座敷の屋根
部分等の改修を行う。

建造物の保存・修理事業

凡 例

重点区域

事業個所

重要文化財

伝統的建造物群
保存地区

公共・公用施設の整備・管理事業

○奥祖谷二重かずら橋周辺遊歩道整備事業

自然環境に恵まれた奥祖谷二重かずら橋（男橋、

女橋）周辺の遊歩道を整備し、来訪者の安全確保や
施設の維持管理向上を図る。

箸蔵寺

祖谷の蔓橋

木村家住宅

三好市東祖谷山村落合
伝統的建造物群保存地区

小釆家住宅

三好市の重点区域における施策・事業概要

○都市計画の高度地区指定の検討

○景観計画の策定

１）歴史的風致ゾーン（景観形成重点地区）における

行為の制限

以下の２つの地区に応じて制定

※内容は審議会で審議中

「祖谷渓谷周辺地区」

「箸蔵寺周辺」

２）景観重要建造物の指定

３）屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に

関する行為の制限

文化財周辺の屋外広告物に関する規制の強化

（徳島県屋外広告物条例を適用）

景観形成に関する施策

篪庵住宅

喜多家住宅（武家屋敷）

奥祖谷二重かずら橋 阿佐家住宅（平家屋敷）

色彩の統一が必要な
屋根のイメージ

川人家長屋門

旧真鍋家住宅

重要伝統的建造物群保存地区

「三好市東祖谷山村落合
伝統的建造物群保存地区」
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歴史的風致維持向上計画の認定について 

 

平成２２年１１月１９日  

 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづ

くり法）」第５条に基づき、岡山県高梁市、福岡県太宰府市及び徳島県三好市か

ら計画認定申請があったそれぞれの歴史的風致維持向上計画について、１１月

２２日に主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）が認定を行

います。 

なお、当日は、下記のとおり、小泉国土交通大臣政務官が、主務大臣連名の

認定証を各市長に対して直接交付致します。 

 

記 

 

１．日  時  平成２２年１１月２２日（月）１３：００～ 

 

２．場  所  国土交通省（中央合同庁舎３号館）４階小泉大臣政務官室 

（千代田区霞が関２－１－３） 

３．認定都市  高梁市、太宰府市、三好市 

 

＊冒頭より認定証の手交までカメラ撮り可。 

 

 

【担当・問い合わせ先】 

● 国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地・景観課  

景観・歴史文化環境整備室  

脇坂、守谷   03(5253)8111(内線 32983,32986) 

● 文化庁 文化財部 伝統文化課 文化財保護調整室 

          森、上遠野   03(5253)4111(内線 2869,2415) 

● 農林水産省 農村振興局 農村計画課 

久保、吉成   03(3502)6004 
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歴史的風致維持向上計画の認定について 

 

平 成 ２ ２ 年 １ １ 月 

国土交通省・文部科学省・農林水産省 

 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづ

くり法）」は、地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支援すべく平

成２０年５月２３日に公布され、同年１１月４日に施行されました。 

この法律は、我が国固有の歴史的建造物や伝統的な人々の活動からなる歴史

的風致について、市町村が作成した維持向上のための計画を国が認定すること

で、計画に基づく法律上の特例や各種事業により市町村の歴史まちづくりを支

援するものです。 

このたび、法第５条に基づき計画認定申請があった岡山県高梁市、福岡県太

宰府市及び徳島県三好市の歴史的風致維持向上計画について認定を行います。

なお、すでに認定を受けた１６市町の歴史的風致維持向上計画及び計画の概要

は、国土交通省、文化庁及び各市町のホームページに公開しており、今回認定

を受ける各都市については２２日以降に公開する予定です。 

 

 
図 歴史的風致維持向上計画のイメージ 



各市の計画の概要（申請順） 

 

○ 高梁市歴史的風致維持向上計画（岡山県高梁市 認定申請日 H22.10.6） 

重要文化財及び史跡である「備中松山城」の城下町の町

並みを今に残し、松山踊りといった伝統行事が残る高梁地区と、

銅山とベンガラの産地として繁栄し歴史的な町並みが残る「高

梁市吹屋伝統的建造物群保存地区」周辺の２つの地区を重

点区域とし、高梁地区における町家の保存・修理や無電柱化

事業、伝統的建造物群保存地区における景観阻害物件の

撤去や道路の美装化等の事業が位置づけられています。 

 

 

○ 太宰府市歴史的風致維持向上計画（福岡県太宰府市 認定申請日 H22.10.14） 

大宰府設置以来 1300 年以上の歴史を有し、太宰府天満

宮神幸式や「さいふまいり」と呼ばれる太宰府参詣、厄除けの

梅あげなどの梅にまつわる習慣、名物梅ヶ枝餅などの門前の

賑わいといった人々の営みが今に息づく大宰府関連史跡や

太宰府天満宮とその門前の歴史的環境を有する地域を重点

区域とし、観世音寺金堂や戒壇院山門等の保存修理事業、

水城跡・大野城跡の整備等の事業が位置づけられています。 

 

 

○ 三好市歴史的風致維持向上計画（徳島県三好市 認定申請日 H22.11.5） 

平家落人伝説を育んできた「三好市東祖谷山村落合伝統

的建造物群保存地区」を含む祖谷地方、重要文化財「箸蔵

寺」 を含むたばこ産業で栄えた池田のうだつの町並み周辺の

２つの地区を重点区域とし、阿佐家住宅（平家屋敷）や奥祖

谷二重かずら橋の保存・修理事業、伝統的建造物群保存地

区内の景観改善事業、川人家長屋門や旧真鍋家住宅の保

存・修理事業等が位置づけられています。 

【吹屋の町並み】 

【戒壇院山門・土塀】 

【三好市東祖谷山村落合 

伝統的建造物群保存地区】 


